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柴
しば

田
た

 勇
いさ

雄
お

 議員

　７月４日に、４議員が一般質問を行いました。一般質問は、町の行政全般にわたり、事
務の執行状況や将来の方針などを幅広い視点から報告や説明を求め質問します。
　議員の質問できる時間は、１時間以内です。
　議事録の内容は、町のホームページと議会事務局で閲覧ができます。

～ 今ここが聞きたい ～ 一般質問

問

答

施設の老朽化対策計画は

長 期 的 視 点 で 計 画 策 定
　
　
　

町
営
住
宅
、
保
育
園

や
町
道
な
ど
、
町
が
所
有
す

る
公
共
施
設
全
体
の
、
総
合

的
な
老
朽
化
対
策
の
推
進
計

画
を
伺
い
ま
す
。

　
　
　

現
在
、
町
所
有
の
主

な
建
築
物
は
３
３
０
物
件
、

う
ち
築
後
30
年
経
過
し
た
も

の
は
１
９
０
物
件
あ
り
全
体

の
57
％
で
す
。
町
営
住
宅
や

保
育
園
な
ど
の
比
率
が
高
い

状
況
で
す
。　

　

法
改
正
に
よ
り
昭
和
56
年

以
後
に
設
計
さ
れ
た
建
築
物

は
、
耐
震
化
と
な
っ
て
い
ま

す
。
江
刈
中
、
小
屋
瀬
中
、

社
会
体
育
館
は
、
27
年
度
に

耐
震
補
強
工
事
を
終
え
ま
し

た
。
耐
震
化
と
な
っ
て
い
な

い
保
育
園
、
地
区
セ
ン
タ
ー
、

役
場
な
ど
の
建
築
物
は
経
年
劣

化
が
著
し
く
、
耐
震
補
強
よ

り
改
築
が
必
要
な
状
況
で
す
。

　

今
後
５
年
の
間
に
整
備
後

30
年
を
経
過
す
る
町
有
建
築

物
が
７
割
を
超
え
る
た
め
、

公
共
施
設
の
総
合
的
な
管
理

計
画
が
必
要
で
す
。

　

一
方
、
地
方
公
共
団
体
を

取
り
巻
く
環
境
は
、
人
口
減

少
な
ど
に
よ
る
社
会
情
勢
の

変
化
と
厳
し
い
財
政
事
情
を

背
景
に
、
長
期
的
視
点
に

立
っ
た
「
公
共
施
設
等
総
合

管
理
計
画
」
を
作
成
す
る
よ

う
総
務
大
臣
か
ら
要
請
が
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
は
、
建
築
物
の

ほ
か
、
道
路
や
上
下
水
道
施

設
な
ど
、
町
が
所
有
す
る
全

て
の
施
設
が
対
象
で
す
。
将

来
の
人
口
推
計
や
中
長
期
的

な
財
政
収
支
見
込
を
的
確
に

把
握
し
、
効
率
的
で
効
果
的

な
配
置
の
あ
り
方
、
財
政
負

担
の
軽
減
と
平
準
化
の
実
現

が
目
的
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
現
在
、
町
有
資

産
を
把
握
す
る
た
め
「
固
定

資
産
台
帳
整
備
業
務
」
を
進

め
て
お
り
、
こ
れ
を
基
に
将

来
的
に
発
生
す
る
施
設
な
ど

の
更
新
や
維
持
管
理
に
要
す

る
費
用
の
推
計
や
持
続
可
能

な
町
づ
く
り
に
向
け
た
総
合

管
理
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

架け替えが計画されている大橋（浦子内）

答 問
早
い
時
期
に

構
想
を
提
示

茶
屋
場
田
子
線

連
絡
道
整
備
は

議
員

議
員

町
長

町
長

　
　
　

町
道
茶
屋
場
田
子
線

と
国
道
２
８
１
号
を
結
ぶ
連

絡
道
の
具
体
的
計
画
と
、
大

橋
付
近
の
町
道
取
り
付
け
道

路
整
備
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
　
　

連
絡
道
は
、
現
在
、

本
路
線
と
国
道
と
の
回
遊
的

な
ア
ク
セ
ス
を
検
討
し
て
い

る
段
階
で
す
が
、
で
き
る
だ

け
早
い
時
期
に
全
体
的
な
構

想
を
提
示
し
ま
す
。

　

茶
屋
場
田
子
線
整
備
に
よ

る
、
葛
巻
浦
子
内
線
の
大
橋

付
近
の
町
道
整
備
は
、
県
代

行
事
業
の
採
択
に
向
け
て
協

議
中
で
す
。
道
路
線
形
の
抜

本
的
な
見
直
し
と
大
橋
架
け

替
え
位
置
な
ど
を
現
在
検
討

し
て
い
ま
す
。
整
備
後
の
茶

屋
場
田
子
線
を
利
用
し
、
新

ル
ー
ト
で
国
道
へ
ア
ク
セ
ス

す
る
方
が
、
よ
り
安
全
性
や

利
便
性
が
高
く
、
循
環
的
で

回
遊
的
な
機
能
を
有
す
る
道

路
交
通
網
の
整
備
確
保
を
検

討
し
ま
す
。

辰
たつ

柳
やなぎ

 敬
けい

一
いち

 議員

合
わ
せ
て
22
基
を
増
設
す
る

計
画
で
、
本
年
９
月
の
着
工
、

平
成
31
年
３
月
完
成
予
定
で
す
。

　

既
設
の
風
車
12
基
と
合
わ

せ
た
34
基
の
総
出
力
は
６
万

５
６
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
な

り
、
年
間
の
予
想
発
電
量
は

約
13
万
３
０
０
０
メ
ガ
ワ
ッ

ト
ア
ワ
ー
で
、
一
般
家
庭
の

約
４
万
世
帯
分
の
発
電
が
可

能
な
施
設
の
計
画
で
す
。

　

完
成
後
の
町
へ
の
メ
リ
ッ

ト
は
、
施
設
設
置
に
よ
る
固

定
資
産
税
の
増
収
が
見
込
ま

れ
る
ほ
か
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

作
業
員
の
雇
用
創
出
、
観
光

資
源
と
し
て
の
交
流
人
口
の

増
加
な
ど
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

問

答

総合運動公園の活用策は

スポーツ・ツーリズムを推進
　
　
　

総
合
運
動
公
園
周
辺

の
整
備
と
、
今
後
の
活
用
策

を
伺
い
ま
す
。

　
　
　

総
合
運
動
公
園
は
、

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
や
各
種

大
会
の
開
催
な
ど
、
ス
ポ
ー

ツ
に
よ
る
交
流
人
口
の
拡
大

に
大
き
な
効
果
を
も
た
ら
し

て
い
ま
す
。

　

施
設
内
の
子
供
広
場
は
、

町
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
多

く
の
皆
さ
ん
が
利
用
し
て
い

ま
す
が
、
当
面
は
、
既
存
遊

具
の
安
全
管
理
に
努
め
、
将

来
的
な
遊
具
の
入
れ
替
え
は

今
後
検
討
し
ま
す
。

　

昨
年
、
総
合
運
動
公
園
の

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
全
天

候
型
陸
上
競
技
ト
ラ
ッ
ク
や

人
工
芝
の
サ
ッ
カ
ー
コ
ー
ト

に
改
修
し
た
と
こ
ろ
、
各
種

大
会
の
開
催
や
合
宿
誘
致
な

ど
に
よ
り
、
利
用
者
数
は
改

修
前
と
比
較
し
て
、
約
５
千

人
、
59
％
増
加
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
は
、
来
町
者
数
と
宿

泊
者
も
増
加
し
て
お
り
、
ス

ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
交
流
人
口

答 問
上
外
川
高
原
に

22
基
増
設
計
画

大
型
風
力
発
電

建
設
の
内
容
は

一般質問

　
　
　

新
た
に
建
設
が
計
画

さ
れ
て
い
る
、
大
型
風
力
発

電
施
設
の
内
容
は
。

議
員

議
員

町
長

町
長

　
　
　

町
内
で
建
設
計
画
が

進
め
ら
れ
て
い
る
風
力
発
電

事
業
は
、
平
成
15
年
か
ら
上

外
川
高
原
で
稼
働
し
て
い
る

「
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ウ
イ
ン

ド
」
が
運
営
す
る
グ
リ
ー
ン

パ
ワ
ー
く
ず
ま
き
風
力
発
電

所
の
増
設
計
画
で
す
。

　

出
力
２
０
０
０
キ
ロ
ワ
ッ

ト
の
風
車
16
基
、
２
１
０
０

キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
風
車
６
基
、

人工芝のグランドで行われた　　
青少年健全育成ミニサッカー大会

の
拡
大
に
大
き
な
成
果
を
挙

げ
て
い
ま
す
。

　

10
月
に
は
、「
希
望
郷
い

わ
て
国
体
」
が
開
催
さ
れ
、

ス
ポ
ー
ツ
交
流
を
支
え
る
町

民
機
運
が
さ
ら
に
広
が
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
た
め
、
国

体
終
了
後
も
、
関
係
団
体
な

ど
と
連
携
に
努
め
、
ス
ポ
ー

ツ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
を

図
り
ま
す
。

　

総
合
運
動
公
園
周
辺
施
設

の
グ
リ
ー
ン
テ
ー
ジ
と
、
ス

ポ
ー
ツ
合
宿
や
各
種
大
会
の

誘
致
な
ど
で
連
携
す
る
考
え

で
す
。
総
合
運
動
公
園
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
よ
り
、
今
後
、

ス
ポ
ー
ツ
合
宿
や
ス
ポ
ー

ツ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
に

よ
る
利
用
客
の
増
加
が
見
込

ま
れ
る
た
め
、
今
年
度
か
ら

浴
室
な
ど
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

事
業
に
着
手
し
ま
す
。
さ
ら

に
は
、
交
流
人
口
の
拡
大
に

つ
な
が
る
新
た
な
事
業
展
開

を
図
る
た
め
に
、
町
で
は
取

り
組
み
を
支
援
、
強
化
し
て

い
く
考
え
で
す
。
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病
害
虫
等
防
除
法
」
に
基
づ

い
た
対
策
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、県
が
策
定
し
た「
岩

手
県
松
く
い
虫
被
害
対
策
推

進
大
綱
」
に
よ
り
、
毎
年

度
「
松
く
い
虫
被
害
対
策
実

施
方
針
」
を
定
め
、
市
町
村
、

関
係
機
関
や
団
体
と
密
に
連

携
し
、
被
害
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

　

本
町
を
含
む
「
未
被
害
地

域
」
で
は
松
林
の
健
全
化
に

努
め
、
適
期
、
適
正
に
除
間

伐
を
実
施
し
、
被
害
の
侵
入

を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
に

い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
空

中
写
真
を
活
用
す
る
な
ど
の

監
視
体
制
の
強
化
や
、「
伐

倒
駆
除
」、「
薬
剤
散
布
」、「
樹

種
転
換
」、「
被
害
監
視
」
な

ど
で
す
。

　
　
　

松
く
い
虫
の
発
生
を

防
ぐ
た
め
の
、
山
林
所
有
者

の
取
り
組
み
は
。

　
　
　

松
く
い
虫
の
被
害
は

雪
害
木
や
風
倒
木
な
ど
の

弱
っ
た
松
が
感
染
し
や
す
い

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

た
め
、
定
期
的
な
山
林
巡
視

を
実
施
し
な
が
ら
、
国
の
森

林
整
備
事
業
を
活
用
し
た
適

期
、
適
正
な
除
間
伐
を
実
施

し
て
健
全
な
森
林
を
育
成
し
、

町
と
山
林
所
有
者
が
共
に
松

く
い
虫
被
害
の
侵
入
防
止
に

努
め
て
い
く
考
え
で
す
。

　

被
害
木
と
疑
わ
れ
る
松
を

確
認
し
た
場
合
は
、
早
急
に

情
報
を
提
供
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

山
林
所
有
者
が
対
応

で
き
な
い
場
合
の
対
策
は
。

　
　
　

松
く
い
虫
の
被
害
対

策
は
、
国
が
定
め
る
「
森
林

　
　
　

松
く
い
虫
が
、
葛
巻

町
で
発
生
す
る
恐
れ
は
あ
り

ま
す
か
。

　
　
　

26
年
度
の
岩
手
県
内

で
の
松
く
い
虫
被
害
の
状
況

は
３
万
７
１
４
２
立
方
メ
ー
ト

ル
で
、
松
く
い
虫
の
被
害
区

域
は
県
南
部
か
ら
県
北
部
へ

移
行
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

近
隣
の
八
幡
平
市
や
岩
手
町

ま
で
被
害
が
拡
大
し
、
現
在
、

県
内
18
の
市
町
村
で
被
害
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
ま
だ
被
害
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

近
隣
の
八
幡
平
市
、
岩
手
町

で
の
発
生
を
考
え
る
と
、
本

町
で
も
被
害
が
発
生
す
る
可

能
性
は
、
予
断
を
許
さ
な
い

状
況
に
あ
る
と
認
識
し
て
い

ま
す
。

　
　
　

国
や
県
、
町
の
防
除

対
策
は
。

　
　
　

比
較
的
被
害
が
少
な

い
地
域
で
は
、
国
や
県
、
市

町
村
が
連
携
し
、
市
町
村
の

財
政
負
担
が
発
生
し
な
い
、

防
除
対
策
事
業
を
実
施
し
て

山
やま

崎
ざき

 邦
くに

廣
ひろ

 議員

一般質問

問

答

くずまき型ＤＭＯの取り組みは

ま ち づ く り 協 議 会 を 設 立
　
　
　

く
ず
ま
き
型
Ｄ
Ｍ
Ｏ

（
※)

形
成
促
進
事
業
の
、
基

本
的
な
考
え
方
を
伺
い
ま
す
。

　
　
　

国
で
は
、
人
口
減
少

や
少
子
高
齢
化
に
直
面
す
る

最
重
要
課
題
の「
地
方
創
生
」

に
お
い
て
、
観
光
を
重
要
な

産
業
と
位
置
づ
け
、
国
内
外

の
交
流
人
口
の
拡
大
に
よ
る

地
域
経
済
の
活
性
化
を
さ
ら

に
推
進
さ
せ
る
た
め
、
昨
年

11
月
に
制
度
を
創
設
し
ま
し

た
。

　

日
本
版
Ｄ
Ｍ
Ｏ
は
、
多
様

な
関
係
者
と
共
同
し
な
が
ら
、

明
確
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ

い
た
観
光
地
域
づ
く
り
を
実

現
す
る
た
め
の
戦
略
を
策
定

し
、
こ
の
戦
略
を
実
施
す
る

た
め
の
調
整
機
能
を
備
え
た

法
人
を
育
成
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

本
町
で
も
、
町
民
、
民
間

企
業
、
行
政
な
ど
が
さ
ら
に

連
携
を
行
い
、
地
域
が
主
体

と
な
っ
た
着
地
型
観
光
の
土

台
と
な
る
組
織
体
を
形
成
し
、

町
の
観
光
資
源
を
活
用
し
た

戦
略
的
で
一
体
的
な
誘
客

事
業
や
人
材
・
起
業
家
育
成
、

情
報
発
信
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
町
独
自
の
取

り
組
み
と
し
て
、
交
流
人
口

の
拡
大
に
よ
る
地
域
経
済
の

活
性
化
と
雇
用
創
出
を
図
り
、

住
民
の
流
出
減
少
、
町
外
か

ら
の
移
住
促
進
に
つ
な
げ
る

こ
と
を
基
本
的
な
考
え
と
し

て
取
り
組
み
ま
す
。

　
　
　

く
ず
ま
き
型
Ｄ
Ｍ
Ｏ

事
業
の
、
取
り
組
み
の
現
状

を
伺
い
ま
す
。

　
　
　

Ｄ
Ｍ
Ｏ
事
業
を
推
進

す
る
た
め
、
町
民
、
民
間
企

業
、
行
政
な
ど
が
一
体
と

な
っ
て
合
意
形
成
や
戦
略
の

策
定
を
行
う
「
ま
ち
づ
く
り

協
議
会
」
の
設
立
準
備
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
観
光
動
態

デ
ー
タ
の
収
集
と
分
析
、
観

光
振
興
や
町
づ
く
り
人
材
育

成
な
ど
、
具
体
的
な
事
業
の

準
備
も
並
行
し
て
進
め
て
い

ま
す
。

大勢の人でにぎわう、まちなか新緑まつり（葛巻駅構内）

議
員

町
長

姉
あね

帯
たい

 春
はる

治
じ

 議員

問

答

松くい虫の被害防止策は

適 期 適 正 な 除 間 伐 を 推 進

一般質問

議
員

議
員

議
員

議
員

町
長

町
長

町
長

町
長

一定の長さに切断した伐採木の積み込み作業

　
　
　

く
ず
ま
き
型
Ｄ
Ｍ
Ｏ

事
業
と
、
地
域
と
の
連
携
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
　
　

地
域
自
ら
観
光
客
を

呼
び
込
め
る
力
を
備
え
る
た

め
、
設
立
準
備
を
進
め
て
い

る
「
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」

を
町
民
、
行
政
、
観
光
関
連

事
業
者
な
ど
の
多
様
な
関
係

者
で
構
成
し
連
携
を
図
る
こ

と
が
、
本
事
業
を
成
功
さ
せ

る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
協
議
会
を
中
心
に
全

町
的
な
合
意
形
成
と
戦
略
策

定
を
行
い
、
誘
客
や
人
材
育

成
の
専
門
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を

持
っ
た
民
間
企
業
な
ど
と
連

携
し
、
効
果
的
な
事
業
実
施

に
よ
る
誘
客
や
、
観
光
産
業

を
中
心
に
地
域
経
済
の
活
性

化
を
推
進
し
ま
す
。

　

協
議
会
内
に
は
、
若
者
主

体
の
事
業
検
討
会
を
課
題
ご

と
に
設
置
し
、
多
様
な
角
度

か
ら
検
討
を
進
め
ま
す
。

議
員

議
員

町
長

町
長

（
※
）
Ｄ
Ｍ
Ｏ

　

地
域
住
民
が
観
光
産
業

や
行
政
と
連
携
し
、
地
域

自
ら
が
誘
客
事
業
を
行
う

着
地
型
観
光
の
組
織
や
人

材な
っ
て
い
ま
す
。

　

山
林
所
有
者
の
み
な
ら
ず
、

国
や
県
と
市
町
村
が
連
携
し

て
取
り
組
む
監
視
体
制
の
強

化
や
、
徹
底
し
た
駆
除
対
策

を
推
進
す
る
こ
と
で
被
害
の

拡
大
が
防
止
さ
れ
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
県
、
近
隣
市

町
村
や
関
係
団
体
と
連
携
を

緊
密
に
し
な
が
ら
、
巡
回
パ

ト
ロ
ー
ル
な
ど
に
よ
る
早
期

発
見
に
努
め
る
と
と
も
に
、

適
期
、
適
正
な
除
間
伐
を
推

進
し
、
被
害
の
未
然
防
止
に

努
め
ま
す
。


